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迅速・確実な被害の届出の受理について

被害の届出の受理については、迅速・確実な被害の届出の受理について（平成24年

９月26日付け刑総発第600号）により実施してきたところであるが、被害者の要望に

応える迅速・確実な被害の届出の受理をより適正に推進するため、運用の一部を見直

し、令和５年１月１日から下記により実施することとしたので、所属職員に徹底を図

られたい。

なお、迅速・確実な被害の届出の受理について(平成24年９月26日付け刑総発第600

号）は、令和４年12月31日限り、廃止する。

記

１ 被害の届出の迅速・確実な受理

(1) 被害の届出の即時受理

被害の届出は、被害者や当事者の立場に立って対応し、その内容が明白な虚偽

又は著しく合理性を欠くものである場合を除き、原則として即時受理すること。

「明白な虚偽又は著しく合理性を欠くものである場合」とは、届出人から聴取

した届出内容から容易に判断し得る場合をいい、改めて捜査又は調査を行い検討

することを意味するものではない。したがって、被害届の代書又は被害届に代わ

る供述調書（以下「被害届等」という。）の作成に当たっては、被害の届出を受

けた時点で判明している事実に基づいて作成し、被害状況の特定や専務員の不在

等、警察側の都合を理由として受理を保留してはならない。

なお、「即時受理」とは、例えば警ら中や現場臨場時に被害の届出があった場



合に、その場で必ず受理することまでを求めるものではないため、その点に留意

すること。

(2) 受理に当たる警察官

被害の届出は、迅速・確実に受理できる者が対応すること。

なお、交番等に届出があった場合には、交番等勤務員及び当該被害に係る事件

捜査を担当する専務員は、互いに連絡を密にし、その対応に当たること。

被害の申告を受けた警察官が別の急訴事案に対処する必要があるなどのため、

直ちに届出を受理できないときは、他の警察官を当該届出の受理に当たらせるな

ど適切な措置を講じること。

(3) 管轄区域外の被害の届出

届出に係る事件が管轄区域外のものであっても、被害の届出は即時受理するこ

と。

ただし、管轄区域外の事件を受理するに当たっては、届出をしようとする者の

負担に配慮し、事件の捜査は犯罪地を管轄する警察署等、当該事件を捜査するこ

とが適当な警察に引き継がれること、当該引継ぎを受けた警察から、事情聴取や

見分の立会等を要請する場合があることなどについて説明し、届け先に係る意向

を確認すること。

それらの結果、届出をしようとする者が、犯罪地を管轄する警察署等に届け出

る意向を示したときは、当該警察署等に対して確実な連絡を行うこと。

(4) 警察署間の情報共有

被害者が複数の都道府県警察又は警察署の管轄に属する場所において被害に遭

う可能性がある場合には、被害届を受理した警察署及び他の関係する警察署は、

関連情報の共有を図るなど緊密に連携すること。

２ 受理しない場合の措置

被害の届出に対して、その内容が明白な虚偽又は著しく合理性を欠くものとして、

被害の届出を受理する必要がないと認めた場合は、被害の届出を不受理とする前に、

捜査幹部等の上司に報告して指示を仰ぐこと。

その結果、被害の届出を受理しなかったときは、警察安全相談として処理し、全

て所属長へ報告するとともに、警察相談管理システムにより、当該相談に係る事件

を主管する警察本部の課（以下「事件主管課等」という。）に参考送付すること。



なお、参考送付するに当たっては、被害の届出を受理しなかった事案であること

が事件主管課において明らかになるよう、警察相談管理システムの引継事項欄にそ

の旨登録すること。

３ 届出内容の訂正等に対する措置

被害者の記憶違い等により、後刻、被害者が被害届等の訂正等の申告をしてくる

場合があり得るが、このような場合には、当初の申立てと異なった理由及び訂正内

容について、追加被害届、捜査報告書又は供述調書等を作成すること。

また、交番等で被害届を受理した後、事件捜査担当部門への引継ぎ前に被害者か

ら訂正等の申出があった場合には、交番等勤務員は、警察署地域課幹部に報告して

指示を受け、対応すること。

４ 届出人の負担軽減

被害の届出の受理に当たり、届出人が自ら被害の内容を記載した書面を持参した

場合は、書面を作成した被害者の心情に配意し、可能な限りこれを受理した上で捜

査を遂行すること。

また、警察官が被害届を代書する場合は、被害届の性質に鑑み、特に簡潔明瞭に

表現することを旨とし、届出人の負担軽減に配意すること。


